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〈
出
題
〉
九
段
　
石
榑
郁
郎

黒
先

〈
ヒ
ン
ト
〉

無
条
件
で
仕
留
め
ま
す
が
、

黒
一
子
を
す
ぐ
に
ツ
グ
の
は

失
敗
し
ま
す
。

（
７
分
で
二
、
三
段
以
上
）
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“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei

ャ
リ
ア
救
済
」
人
事
の
一
環

と
し
て
「
予
算
と
権
限
を
背

景
の
押
つ
け
的
再
就
職
」
の

斡
旋
を
し
て
き
た
▼
再
就
職

を
繰
返
し
莫
大
な
退
職
金
等

を
手
に
す
る
「
渡
り
」
行
為

も
含
め
た
実
態
が
、
行
革
推

進
本
部
に
よ
る
「
聞
き
取
り

調
査
」
で
、
少
し
だ
が
浮
き

彫
り
に
な
っ
た
▼
平
14
〜
18

年
の
間
、
局
長
級
以
上
の
ポ

ス
ト
で
勧
奨
退
職
し
た
者
は

２
３
９
名
、
う
ち
「
一
回
目

の
再
就
職
斡
旋
」
を
受
け
た

者
は
１
０
５
名
（
再
々
就
職

の
調
査
は
見
送
り
し
た
模

様
）
▼
報
道
で
は
、
本
人
か

ら
の
聞
き
取
り
が
曖
昧
な
ケ

ー
ス
や
、
本
人
と
接
触
で
き

な
い
等
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
は

１
１
０
件
に
の
ぼ
っ
た
」
と

の
こ
と
。
こ
こ
を
解
明
し
な

い
と
は
噴
飯
も
の
。
毅
然
と

し
た
再
調
査
を
求
め
る
。

「
一
定
の
階

級
ま
で
横
並

び
で
昇
進
」

し

た

後

、

「
ポ
ス
ト
に

あ
ぶ
れ
た
キ

「
公
務
の
要
請
」
の
名
の
下
、
今
年
も
中
高
年
職
員
の
士
気
の
衰
え
を
く
い
止
め
る
た
め

の
予
告
は
極
め
て
限
定
的
で
、
健
康
と
家
庭
生
活
を
直
撃
す
る
遠
距
離
通
勤
や
転
居
・
単
身

赴
任
を
強
い
る
発
令
が
多
発
。
さ
ら
に
、「
21
年
夏
の
内
部
事
務
一
元
化
の
全
署
拡
大
後
を

見
据
え
た
」
異
動
を
拡
大
強
化
│
│
「
業
務
・
シ
ス
テ
ム
最
適
化
計
画
」
を
推
進
す
る
た
め
、

職
員
と
職
場
を
総
動
員
し
て
い
く
当
局
の
意
図
が
鮮
明
に
な
る
定
期
異
動
と
な
り
ま
し
た
。

内
示
・
発
令
と
前
後
し

て
、
局
署
幹
部
が
07
定
期
異

す
。そ

の

第

一

が
、
内
部
事
務

一
元
化
後
を
見

据
え
た
異
動
発

令
。
具
体
的
に

は
、
①
局
徴
収

部
に
事
務
局
体

制
を
設
置
、
②

一
元
化
コ
ア
要

員
を
全
署
に
配

置
す
る
た
め
、

非
試
行
署
か
ら

試
行
署
へ
の
異

動
を
大
が
か
り

「
19
年
11
月
全
局
に
電
話

相
談
セ
ン
タ
ー
設
置
、
20
年

度
に
は
一
般
相
談
を
セ
ン
タ

ー
に
お
い
て
集
中
的
に
処

理
」
「
署
分
室
は
集
約
化
し

て
い
く
」
方
向
を
打
ち
出
し

て
い
ま
す
。

今
回
の
発
令
で
は
、
同
じ

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
署
分
室

強
行
突
破
企
図
し
た
一
元
化
シ
フ
ト

団
塊
世
代
の
退
職
期
が
ピ

ー
ク
を
迎
え
る
中
、
中
高
年

職
員
の
急
速
な
士
気
の
衰
え

「
閉
鎖
」
に
向
け
、
全
相
談

官
に
そ
の
た
め
の
異
動
を
迫

っ
て
い
ま
す
。

納
税
者
サ
ー
ビ
ス
の
低
下

は
も
と
よ
り
、
当
該
職
員
の

処
遇
悪
化
と
将
来
不
安
を
招

く
よ
う
な
「
税
務
相
談
の
見

直
し
・
体
制
検
討
」
は
文
字

通
り
見
直
し
が
必
要
で
す
。

高級官僚が、役所の権限を背景にいく
つもの「天下り」先を渡り歩き、それが
官製談合などゆ着・不正の温床になって
いることは大問題です。
政府は、各府省の再就職あっせんを禁

止して「官民人材交流センター」に一元
化し、現職と利害関係がある企業などへ
の求職活動を規制するから、「天下り」は
なくなると言います。
しかし、「交流センター」を利用すれば、
離職後２年問は再就職することができな
かった利害関係企業にも直接就職できる
など抜け道だらけで、「天下り」は自由化、
合法化されます。
また、「交流センター」は民間からの人

材登用にも活用されます。公務と民間の
垣根を限りなく低くして、人材交流を拡
大しようというのです。これでは、公
平・公正・中立に行われなければならな
い行政、公共サービス提供の目的が歪め
られる危険性があります。
役所が退職勧奨を行い、公務員を再就

職させることを前提とするのでなく、全

６
級
ポ
ス
ト
昇

任
」
を
強
く
求

め

て

き

ま

し

た
。一

般
上
席
の

６
級
ポ
ス
ト
発

を
く
い
止
め
る
た
め
に
も
、

「
定
年
ま
で
に
誰
で
も
６
級

実
現
、
26
・
27
期
生
全
員
の

「
定
年
ま
で
に
誰
で
も
６
級

実
現
」
を
拒
否
す
る
姿
勢
を

剥
き
だ
し
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
当
局
は
「
女
性
登

用
・
改
善
の
継
続
」
表
明
を

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
昨
年
と
同
様
、
副
署
長

等
に
若
い
女
性
の
「
目
玉
的

登
用
」
を
行
い
、
冷
遇
さ
れ

て
い
る
昭
和
40
年
代
採
用
女

性
を
落
胆
さ
せ
て
い
ま
す
。

経
験
豊
か
な
女
性
職
員
を

統
括
官
や
特
官
・
相
談
官
に

大
量
に
発
令
す
る
こ
と
で
、

女
性
職
員
の
「
底
上
げ
登
用
」

を
図
り
、
生
き
生
き
と
働
き

続
け
ら
れ
る
職
場
環
境
を
つ

く
る
責
任
を
、
早
急
に
当
局

は
果
た
す
べ
き
で
す
。

令
数
は
各
局
と
も
増
や
し
て

い
る
反
面
、
「
ヒ
ラ
上
席
」

の
ま
ま
定
年
退
職
を
余
儀
な

く
迎
え
る
職
員
の
数
も
増
や

し
て
い
ま
す
。

局
員
優
遇
・
若
手
抜
擢
を

や
め
れ
ば
、
26
・
27
期
生
全

員
の
６
級
ポ
ス
ト
昇
任
は
実

現
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
差
別
の
臭
い
さ
え
嗅
い

だ
こ
と
は
な
い
」
と
言
い
放

っ
た
福
田
前
長
官
の
下
、
国

税
庁
当
局
は
全
国
税
差
別
を

温
存
す
る
不
法
政
策
か
ら
一

歩
も
踏
み
出
さ
な
か
っ
た
た

め
、
全
国
税
組
合
員
に
対
す

る
ポ
ス
ト
発
令
は
24
に
止
ま

っ
た
。

と
り
わ
け
、
①
来
年
・
再

来
年
に
定
年
退
職
を
迎
え
る

普
通
科
26
・
27
期
組
合
員
の

昇
任
発
令
を
こ
と
ご
と
く
拒

否
、
②
国
専
採
用
組
合
員
と

女
性
組
合
員
の
昇
任
要
求
も

す
べ
て
門
前
払
い
、
③
全
国

税
組
合
員
の
ポ
ス
ト
昇
任
発

令
に
「
52
歳
の
壁
」
を
設
け
、

そ
れ
以
前
の
発
令
を
シ
ャ
ッ

ト
ア
ウ
ト
し
続
け
て
い
る
こ

と
は
、
看
過
で
き
な
い
。

明
白
な
憲
法
・
国
公
法
違

反
の
不
法
行
為
を
「
武
器
」

に
職
員
を
恫
喝
し
、
職
場
を

恐
怖
支
配
、
専
制
支
配
し
続

け
る
当
局
に
断
固
抗
議
す

る
。

全署拡大後を見据えた
内部事務の一元化 ０７年０７年

異動異動

■
全
国
税
組
合
員
の
ポ
ス
ト
発
令
（
特
官
15
名
・
相
談
１
名
・
統
括
８
名
）

07
・
７

温
存
し
続
け
る
全
国
税
差
別

一一
般般
上上
席席
かか
らら
のの
発発
令令
増増
やや
すす

「
誰
で
も
退
職
ま
で
に
６
級
」
要
求
は
拒
否

女
性
の「
底
上
げ
登
用
」
に
は
後
ろ
む
き

６級ポスト

動
の
ポ
イ
ン
ト
を
次
の
よ
う

に
異
口
同
音
に
語
っ
て
い
ま

署
分
室
の
集
約
化
イ
コ
ー
ル
「
閉
鎖
」

に
行
っ
た
、
③
統
括
官
・
上

席
の
交
流
も
含
め
、
管
理
部

門
と
賦
課
部
門
間
の
異
動
を

拡
大
し
た
こ
と
で
す
。

あ
わ
せ
て
、
Ｋ
Ｓ
Ｋ
シ
ス

テ
ム
の
修
正
・
開
発
の
た

め
、
事
務
管
理
課
職
員
を
試

行
署
に
重
点
的
配
置
で
す
。

第
二
は
、
「
再
来
年
度
新

体
制
移
行
に
む
け
た
課
税
部

門
の
事
務
運
営
の
試
行
を
行

う
」
た
め
、
同
時
並
行
的
な

異
動
発
令
。

そ
の
中
身
は
、「
課
税
部
門

に
お
け
る
総
括
・
調
整
事

務
、
調
査
企
画
事
務
、
審

理
・
指
導
事
務
等
の
対
象
範

囲
や
事
務
処
理
手
順
の
検
証

作
業
」
を
押
し
進
め
る
た
め

の
配
置
で
す
。

体の奉仕者として
定年まで働けるシ
ステムに改善すべ
きです｡

安倍首相は、「戦後レジーム（体制）か
らの脱却」の柱として、憲法「改正」と
ともに「公務員制度改革」をすすめてい
ます。そこでは「天下り」規制を大々的
に宣伝していますが、「本当に「天下り」
はなくせるのでしょうか?
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◇
開
業
〜
収
受
〜
回
付
〜

徴
定
収
納
・
還
付
ま
で
一

体
に
な
る
こ
と
だ
け
は
賛

成
◆
人
を
減
ら
す
、
質
を

下
げ
る
、
現
場
任
せ
に
は

反
対
◇
一
般
相
談
を
切
離

し
て
プ
ロ
パ
ー
を
投
入
す

れ
ば
ど
う
か
、
し
か
し
目

的
が
人
員
削
減
で
あ
り
賛

成
し
か
ね
る
◆
事
務
量
が

増
え
た
◇
納
税
者
に
と
っ

て
は
有
効
で
あ
る
と
思
う

◆
窓
口
が
一
つ
と
い
う
こ

と
で
納
税
者
に
は
分
り
や

す
い
が
、
対
応
す
る
職
員

は
一
般
と
課
税
内
部
の
境

目
が
問
題
と
な
る
◇
管
理

事
務
は
う
っ
と
う
し
い
◆

納
税
者
サ
ー
ビ
ス
と
い
う

点
で
は
良
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
◇
（
多
少
時

間
が
か
か
っ
て
も
）
職
員

が
全
て
の
事
務
に
精
通
す

る
こ
と
は
良
い
こ
と
だ
と

思
う
◆
税
務
職
員
と
し
て

採
用
さ
れ
た
の
に
、
管
理

部
門
に
い
る
だ
け
で
、
単

な
る
事
務
屋
の
よ
う
な
扱

い
は
受
け
た
く
な
い
◇
仕

方
が
な
い
と
思
う
◆
管
理

部
門
の
解
体
だ
け
で
い

い
、
受
付
は
総
務
が
や
れ

ば
い
い
◇
う
ま
く
機
能
す

る
わ
け
が
な
い
。
元
に
戻

し
、
各
系
統
ご
と
に
人
減

ら
し
を
し
た
方
が
よ
ほ
ど

合
理
的
で
あ
る
◆
Ｋ
Ｓ
Ｋ

シ
ス
テ
ム
が
統
一
さ
れ
れ

ば
賛
成
（
事
務
の
省
力
化

に
つ
な
が
る
）
◇
内
部
事

務
を
効
率
的
に
行
う
、
ワ

常
に
危
険
で
あ
る
。

署
周
辺
に
非
常
事
態

宣
言
発
令
！

【
兵
庫
県
支
部
】

過
日
、
Ａ
署
に
会
計
検

査
院
が
来
る
こ
と
に
な

り
、
そ
の
対
策
に
全
署
あ

げ
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ

た
。
普
段
の
事
務
処
理
に

お
い
て
の
ミ
ス
の
発
生
は

あ
る
こ
と
な
の
で
、
事
務

処
理
の
見
直
し
は
仕
方
の

な
い
こ
と
と
思
う
。
し
か

し
、
検
査
院
職
員
の
行
く

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
昼
食

場
所
の
地
図
を
回
覧
し
、

「
仕
事
の
話
は
や
め
る
よ

う
に
」
と
の
お
達
し
。

「
そ
こ
ま
で
徹
底
し
て

隠
さ
な
い
と
い
け
な
い
こ

と
が
あ
る
の
か
」
「
こ
と

あ
る
ご
と
に
職
員
を
子
ど

も
扱
い
し
て
い
い
の
か
」

当
局
の
姿
勢
に
唖
然
と

し
て
し
ま
う
の
は
、
変
な

職
員
な
ん
だ
ろ
う
か
？

ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
と
い
う
点
は
賛
成
で

き
る
◆
も
っ
と
人
を
増
や

せ
る
の
な
ら
事
務
処
理
の

み
の
一
元
化
で
よ
い
◇
一

元
化
自
体
の
必
然
性
が
理

解
で
き
な
い
◆
行
政
サ
ー

ビ
ス
向
上
、
歳
出
削
減
の

流
れ
か
ら
す
れ
ば
一
元
化

の
流
れ
は
当
然
◇
効
率
化

は
良
い
と
思
っ
て
い
る
◆

人
的
に
は
勉
強
に
な
り
賛

成
。
で
も
改
善
点
等
が
見

つ
か
れ
ば
そ
の
都
度
軌
道

修
正
は
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
う
◇
い
つ
ま
で
た

っ
て
も
一
人
の
職
員
が
全

て
の
系
統
事
務
を
行
え
る

は
ず
が
な
い
◆
一
元
化
と

い
い
な
が
ら
、
局
や
庁
の

指
示
は
系
統
ご
と
の
縦
割

り
で
意
味
が
な
い
◇
逆
に

不
便
、
窓
口
が
一
日
中
忙

し
く
な
っ
た
◆
「
全
系
統

シ
ャ
ッ
フ
ル
」
に
つ
い
て

大
い
に
問
題
あ
り
◇
「
対

納
税
者
」
を
考
え
る
と
非

〈
解
答
〉
黒
１
を
打
っ
て
か

ら
３
と
ツ
グ
の
が
好
手
段
。

白
４
に
黒
５
で
白
死
で
す
。

黒
１
で
先
に
３
は
白
４
黒
１

白
５
で
コ
ウ
。
ま
た
黒
１
で

２
は
白
１
黒
イ
白
ロ
で
殺
せ

ま
せ
ん
。

来
事
務
年
度
の
事
務
計
画

と
平
成
20
年
度
予
算
要
求
に

関
わ
っ
て
、
全
国
税
は
７
月

２
日
、
下
記
の
要
求
書
を
提

出
し
ま
し
た
。

内
部
事
務
の
一
元
化
と
そ

の
試
行
に
関
す
る
要
求
、
確

申
期
対
策
の
抜
本
改
善
、
さ

ら
に
昼
休
み
窓
口
業
務
の
あ

（１）基本要求
①事務計画の策定にあたっては、
増差件数主義を排し、ゆとりある
事務運営の確立、署の実情に即し
た施策の実施など、現場の判断を
尊重すること。
②休日「開庁」・出勤は行わない
こと。コールセンターなどセンタ
ー方式の拡大は、当組合との十分
な協議を尽くすこと。
③事務計画は、労働組合、職員と
協議し、理解と納得を得て策定す
ること。
④勤務時間変更による勤務時間の
増加によって労働強化としないこ
と。また、職員の休憩場所を確保
し、休憩時間を確実に保障するこ
と。
⑤昼休み窓口業務のあり方は労働
組合との協議に基づくこと。少な
くとも１年以上の検討期間をおく
こと。
⑥「最適化計画」の実行、内部事
務一元化試行については、職員の
長年の経験を生かせるものとし処
遇改善、労働軽減につなげ、単に
定員減らしの策としないこと。
⑦　若手職員は「促成栽培」的に
はせず、ゆとりをもって育成する
こと。
⑧セクハラ、パワハラ根絶のため
の措置を徹底すること。
（２）内部事務の一元化と

その試行に関する要求
①平成21年全国化を急がず、十
分な試行を行うこと。
②相談事務は一元化部門から切り
離すこと。複数相談、税務相談官
配置を行うこと。
③研修期間は３年以上の長期的・
体系的なものとし、相談官並みの
研修を実施するとともにＯＪＴ研
修が機能できるようにすること。
また、質問事例集などのマニュア
ルを早急に作成し、職員全員に配
布した上で、個人研修時間を保障
すること。
④試行署職員を増員すること。
⑤一元化試行部門配置職員からア
ンケートを実施し公表すること。
その実施にあたっては労働組合と

協議すること。また、職員からの
質問・意見は匿名や無記名でも受
け付けること。それらによって出
された意見については真摯に受け
止め十分検討を行うこと。
（３）調査・徴収および

内部事務に関する要求
①増差・件数・不正など計数管理
の強化につながる計画策定や、事
務運営手法を採用しないこと。
②広域運営・併任発令について、
そのあり方につき当組合と協議
し、合意を得ること。その発令に
あたっては、職員の負担を考慮し
たものとし、また、事務年度途中
での変更を行わないこと。
③慢性的な超過勤務状況を改善す
るため、現行内部事務部門（担当）
を増員するとともに精通者をあて
ること。
④所得税確定申告書の編綴事務を
はじめとする申告期限後事務につ
いて平成16年分以前に戻すこと。
（４）確定申告期事務に

関する要求
①心身両面にわたる健康最優先の
事務計画とすること。「立ちっぱ
なし労働」という労働形態は確定
申告期事務から完全に排除するこ
と。
②局署一体で真に挙署体制といえ
る人員配置を行い、署間の定員配
置を見直すこと。また、審査用員
を減らすことなく、相談要員を確
保すること。
③職員の健康面と納税者サービス
面からも問題がある「巡回指導」
の強要はやめ、「対面相談」方式
とすること。局署の実情に応じた
相談体制とすること。
④｢日曜開庁｣は廃止し、休日開
庁・出勤の拡大は計画しないこ
と。
⑤e-Tax申告による早期還付で労
働強化としないこと。そのため、
職員を増員して体制を整えるこ
と。
⑥タッチパネルは廃止せず、オフ
ラインパソコンと併せて増設する
こと。

（予算要求は次号に掲載）
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■内部事務を一元化する
ことは（数字は、％）

賛　成　　 40.7

反　対　　 26.7

分らない　 32.6

■一元化試行の
進行状況は

ほぼ順調　　　　　 5.8

上手くいってない　51.2

どちらとも言えない 33.7

分らない　　　　　 7.0

ＮＡ　　　　　　　 2.3

■試行期間について
21年迄でいい　　　29.1

更に継続すべき　　32.6

分らない　　　　　33.7

ＮＡ　　　　　　　 4.6

■一元化窓口での
一般相談は

切り離すべき　　　59.3

対応すべき　　　　16.3

分らない　　　　　23.3

ＮＡ　　　　　　　 1.1

■研修期間・方法等に
ついて

現状で十分　　　　 7.0

不足している　　　79.1

分らない　　　　　11.6

ＮＡ　　　　　　　 2.3
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■従事人員について
現状で十分　　　 12.8

不足している　　 70.9

分らない　　　　 12.8

ＮＡ　　　　　　　3.5

■今後の処遇について
不安はない　　　 11.6

不安である　　　 65.1

分らない　　　　 20.9

ＮＡ　　　　　　　2.4

■匿名意見を
認めるべきか

実名でいい　　　 11.6

認めるべき　　　 61.6 

分らない　　　　 24.4

ＮＡ　　　　　　 2.4

■アウトソーシングに
ついて

仕方がない　　　 34.9

職員を増やすべき 45.3

分らない　　　　 15.1

ＮＡ　　　　　　　4.7

■心身の健康状態は
変わったか

良<なった　　　 3.5

悪<なった　　　 32.6

変わらない　　　 46.5

分らない　　　　 15.1

ＮＡ　　　　　　 2.3
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人員も研修も不足　相談切り離して
一元化試行従事者
アンケートでも 「現場の声」クッキリ

ア
ン
ケ
ー
ト
に
寄
せ
ら
れ
た
声
１

■
内
部
事
務
を
一
元
化
す
る
こ
と
は
？


